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(57)【要約】
【課題】　無接点電力伝送の際のコイル中心位置ずれに
よる発熱を抑えると共に伝送効率の低下をも抑える。
【解決手段】
　携帯電話端末は、無接点電力伝送の二次側伝送コイル
１４とその漏れ磁束を検知するための漏れ磁束検知コイ
ル４２とを備えている。携帯電話端末は、漏れ磁束検知
コイル４２の発生電圧を表す信号をクレードルにフィー
ドバックする。クレードルは、携帯電話端末から漏れ磁
束検知コイル４２の発生電圧を表す信号を受け取ると、
その信号に基づいて、例えば一次側伝送コイル１０の共
振周波数を変更することで、携帯電話端末の二次側伝送
コイル１４でより大きい発生電圧が得られ且つ漏れ磁束
が少なくなるように制御する。
【選択図】　図２９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線状導体を略々同一平面内に渦巻き状に巻回して形成された平面コイルと、
　上記平面コイルの一方の平面部全面を覆うように配される磁性膜と、
　上記平面コイル及び磁性膜の外周外側近傍に配され、上記平面コイルからの漏れ磁束を
検知するための漏れ磁束検知コイルとを有する、
　ことを特徴とする無接点電力伝送コイルユニット。
【請求項２】
　上記漏れ磁束検知コイルは、上記平面コイル及び磁性膜の径よりも大きい径を有する少
なくとも一巻き分の線状導体からなることを特徴とする請求項１記載の無接点電力伝送コ
イルユニット。
【請求項３】
　上記漏れ磁束検知コイルは、上記平面コイル及び磁性膜の外周外側近傍に配され、線状
導体が渦巻き状に巻回された複数の小型平面コイルからなることを特徴とする請求項１記
載の無接点電力伝送コイルユニット。
【請求項４】
　上記複数の小型平面コイルは、上記平面コイルの中心軸に対して少なくともＸ，Ｙ軸方
向の四つの方向に配されることを特徴とする請求項３記載の無接点電力伝送コイルユニッ
ト。
【請求項５】
　二次電池と、
　線状導体を略々同一平面内に渦巻き状に巻回して形成された平面コイルと、上記平面コ
イルの一方の平面部全面を覆うように配される磁性膜と、上記平面コイル及び磁性膜の外
周外側近傍に配され、上記平面コイルからの漏れ磁束を検知するための漏れ磁束検知コイ
ルとを備え、無接点電力伝送の送電側となる送電装置に設けられたコイルとの間の電磁誘
導を利用し、非接触により上記送電装置からの送電電力を受電する無接点電力伝送コイル
ユニットと、
　上記無接点電力伝送コイルユニットの平面コイルを通じて受電した電力を上記二次電池
へ充電する制御を行う充電制御回路と、
　上記無接点電力伝送コイルの漏れ磁束検知コイルが検知した漏れ磁束に応じた信号を、
上記送電装置へ送信する信号送信部とを有する、
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項６】
　上記漏れ磁束検知コイルは、上記平面コイル及び磁性膜の径よりも大きい径を有する少
なくとも一巻き分の線状導体からなることを特徴とする請求項５記載の携帯端末。
【請求項７】
　上記漏れ磁束検知コイルは、上記平面コイル及び磁性膜の外周外側近傍に配され、線状
導体が渦巻き状に巻回された複数の小型平面コイルからなることを特徴とする請求項５記
載の携帯端末。
【請求項８】
　上記複数の小型平面コイルは、上記平面コイルの中心軸に対して少なくともＸ，Ｙ軸方
向の四つの方向に配されることを特徴とする請求項７記載の携帯端末。
【請求項９】
　二次電池を備えた所定の携帯端末が載置される端末載置台と、
　線状導体を略々同一平面内に渦巻き状に巻回して形成された平面コイルを備え、上記所
定の携帯端末に搭載されているコイルとの間の電磁誘導を利用して、非接触により当該携
帯端末の二次電池を充電するための電力伝送を行う無接点電力伝送コイルと、
　上記携帯端末のコイルの漏れ磁束に応じた信号を、当該携帯端末から受信する信号受信
部と、
　上記信号受信部にて受信した上記漏れ磁束に応じた信号に基づいて、上記無接点電力伝
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送コイルの平面コイルからの電力伝送を制御する電力伝送制御部とを有する、
　ことを特徴とする送電装置。
【請求項１０】
　上記電力送電制御部は、上記信号受信部にて受信した上記漏れ磁束に応じた信号に基づ
いて、上記無接点電力伝送コイルの平面コイルの共振周波数を変更することにより電力伝
送を制御することを特徴とする請求項９記載の送電装置。
【請求項１１】
　上記電力送電制御部は、上記信号受信部にて受信した上記漏れ磁束に応じた信号に基づ
いて、上記無接点電力伝送コイルの平面コイルの共振電圧を変更することにより電力伝送
を制御することを特徴とする請求項９記載の送電装置。
【請求項１２】
　上記電力送電制御部は、上記信号受信部にて受信した上記漏れ磁束に応じた信号に基づ
いて、上記無接点電力伝送コイルの平面コイルからの送電を間欠動作させることにより電
力伝送を制御することを特徴とする請求項９記載の送電装置。
【請求項１３】
　無接点電力伝送の二次側となる無接点電力伝送コイルと当該二次側無接点電力伝送コイ
ルからの漏れ磁束を検知する漏れ磁束検知コイルとを備えた携帯端末と、
　無接点電力伝送の一次側となる無接点電力伝送コイルを有し、上記携帯端末の二次側無
接点電力伝送コイルとの間の電磁誘導を利用して、上記携帯端末へ電力を伝送する送電装
置とからなり、
　上記携帯端末は、上記漏れ磁束検知コイルが検知した漏れ磁束に応じた信号を送電装置
へフィードバックし、
　上記送電装置は、上記携帯端末からフィードバックされた上記漏れ磁束に応じた信号に
基づいて、上記一次側無接点電力伝送コイルからの電力伝送を制御する、
　ことを特徴とする無接点電力伝送システム。
【請求項１４】
　上記送電装置は、上記携帯端末からフィードバックされた上記漏れ磁束に応じた信号に
基づいて、上記一次側無接点電力伝送コイルの共振周波数を変更することにより電力伝送
を制御することを特徴とする請求項１３記載の無接点電力伝送システム。
【請求項１５】
　上記送電装置は、上記携帯端末からフィードバックされた上記漏れ磁束に応じた信号に
基づいて、上記一次側無接点電力伝送コイルの共振電圧を変更することにより電力伝送を
制御することを特徴とする請求項１３記載の無接点電力伝送システム。
【請求項１６】
　上記送電装置は、上記携帯端末からフィードバックされた上記漏れ磁束に応じた信号に
基づいて、上記一次側無接点電力伝送コイルからの送電を間欠動作させることにより電力
伝送を制御することを特徴とする請求項１３記載の無接点電力伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話端末などの小型且つ薄型の携帯端末に内蔵された二次電池の
充電等を行う際に、電磁誘導を利用して非接触による電力伝送を行うための無接点電力伝
送コイルユニットと、その無接点電力伝送コイルを内蔵した携帯端末、無接点電力伝送コ
イルを用いて携帯端末等に電力を伝送する送電装置、及び、それらからなる無接点電力伝
送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば携帯端末に内蔵された二次電池を充電するための充電用電力を、無接
点電力伝送コイルによる電磁誘導を利用して伝送するようなシステムが知られている。
【０００３】
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　また、特開２００６－４２５１９号の公開特許公報（特許文献１）には、例えば携帯電
話端末のように薄型化が要求される携帯端末に搭載される無接点電力伝送コイルとして、
表面に絶縁層が設けられた単線又は撚り線からなる電線を略々同一平面内に渦巻き状（ス
パイラル状）に巻回した平面コイルを用いることが開示されている。さらに、この公報に
は、送電側の平面コイルと受電側の平面コイルを対向させて配置した時に、それら両コイ
ルの対向面の反対側の面に、両コイルから発生する磁界による不要輻射を抑えるための磁
性シートを、当該反対側の面全体を覆うようにそれぞれ設けることが開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－４２５１９号公報（図２及び図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、送電側となる一次側伝送コイルと、受電側となる二次側伝送コイルとを対向
配置した状態で無接点電力伝送を行う場合において、例えば、それら一次側伝送コイルと
二次側伝送コイルの両中心位置がずれていたとすると、それらコイル間での無接点電力伝
送の効率が悪くなってしまう。
【０００６】
　このため、例えば、クレードルに設けられた一次側伝送コイルと携帯端末に設けられた
二次側伝送コイルとの間で無接点電力伝送を行い、その携帯端末の二次電池を充電するよ
うな場合において、それら両コイル中心位置がずれて電力伝送効率が落ち、携帯端末の消
費電力がクレードルから供給される電力よりも大きくなっているような時には、当該携帯
端末の二次電池への充電電力が不足してしまうことになる。また、そのような充電電力の
不足を補うために、クレードル側からより多くの電力を伝送しようとすると、コイルの発
熱が大きくなってしまうことになる。さらにこの場合、クレードルの端末載置台上に置か
れた携帯端末の発熱も大きくなってしまう。
【０００７】
　一方、例えばコイル間の中心位置ずれ量が規定値を越えた時には、無接点電力伝送を中
止することにより、コイルの発熱を防止することも可能である。しかしながら、この場合
、ユーザは携帯端末の充電が行われていると思っているのに対し、実際には充電が行われ
ていないことになり、ユーザにとって非常に利便性が悪くなる。
【０００８】
　また、コイル間の中心位置ずれが発生しないように、設計上の理想位置に携帯端末を強
制的に置かせるようなクレードル設計を採用することも可能であるが、その場合、携帯端
末の形状、及び、クレードルの端末載置台の形状が共に制限されてしまうことになり、端
末デザイン及びクレードルデザインの設計自由度が下がってしまう。すなわち、それぞれ
形状の異なる複数機種の携帯端末用のクレードルはそれら異なる各機種の端末形状に各々
対応したものになってしまい、この場合、ユーザは例えば携帯端末を買い換える度に、ク
レードルも買い換えなければならなくなり、ユーザへの負担が非常に大きくなってしまう
。
【０００９】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、無接点電力伝送の際のコイ
ル中心位置ずれによる発熱を抑えると共に伝送効率の低下をも抑え、また、コイル中心位
置ずれに起因して電力伝送が中止されてしまうような事態の発生を極力抑えることを可能
とし、さらに、ユーザへの負担を減らすことをも可能とする、無接点電力伝送コイルユニ
ット、携帯端末、送電装置、及び、無接点電力伝送システムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の無接点電力伝送コイルユニットは、線状導体を略々同一平面内に渦巻き状に巻
回して形成された平面コイルと、平面コイルの一方の平面部全面を覆うように配される磁
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性膜と、平面コイル及び磁性膜の外周外側近傍に配され、平面コイルからの漏れ磁束を検
知するための漏れ磁束検知コイルとを有することにより、上述した課題を解決する。
【００１１】
　また、本発明の携帯端末は、二次電池と、線状導体を略々同一平面内に渦巻き状に巻回
して形成された平面コイルと、平面コイルの一方の平面部全面を覆うように配される磁性
膜と、平面コイル及び磁性膜の外周外側近傍に配され、平面コイルからの漏れ磁束を検知
するための漏れ磁束検知コイルとを備え、無接点電力伝送の送電側となる送電装置に設け
られたコイルとの間の電磁誘導を利用し、非接触により送電装置からの送電電力を受電す
る無接点電力伝送コイルユニットと、無接点電力伝送コイルユニットの平面コイルを通じ
て受電した電力を二次電池へ充電する制御を行う充電制御回路と、無接点電力伝送コイル
の漏れ磁束検知コイルが検知した漏れ磁束に応じた信号を送電装置へ送信する信号送信部
とを有することにより、上述した課題を解決する。
【００１２】
　また、本発明の送電装置は、二次電池を備えた所定の携帯端末が載置される端末載置台
と、線状導体を略々同一平面内に渦巻き状に巻回して形成された平面コイルを備え、所定
の携帯端末に搭載されているコイルとの間の電磁誘導を利用して、非接触により当該携帯
端末の二次電池を充電するための電力伝送を行う無接点電力伝送コイルと、携帯端末のコ
イルの漏れ磁束に応じた信号を、当該携帯端末から受信する信号受信部と、信号受信部に
て受信した漏れ磁束に応じた信号に基づいて、無接点電力伝送コイルの平面コイルからの
電力伝送を制御する電力伝送制御部とを有することにより、上述した課題を解決する。
【００１３】
　また、本発明の無接点電力伝送システムは、無接点電力伝送の二次側となる無接点電力
伝送コイルと当該二次側無接点電力伝送コイルからの漏れ磁束を検知する漏れ磁束検知コ
イルとを備えた携帯端末と、無接点電力伝送の一次側となる無接点電力伝送コイルを有し
、携帯端末の二次側無接点電力伝送コイルとの間の電磁誘導を利用して当該携帯端末へ電
力を伝送する送電装置とからなり、携帯端末は、漏れ磁束検知コイルが検知した漏れ磁束
に応じた信号を送電装置へフィードバックし、送電装置は、携帯端末からフィードバック
された漏れ磁束に応じた信号に基づいて、一次側無接点電力伝送コイルからの電力伝送を
制御することにより、上述した課題を解決する。
【００１４】
　すなわち、一次側と二次側の無接点電力伝送用の二つのコイルの中心位置がずれた場合
、少なくとも二次側の無接点電力伝送コイルには漏れ磁束が発生するため、本発明によれ
ば、その漏れ磁束を漏れ磁束検知コイルで検知することにより、コイル中心位置のずれを
検出可能となされている。そして、本発明の送電装置側では、二次側の漏れ磁束検知コイ
ルによる出力に基づいて、コイル中心位置ずれの発生を知ることができた時、一次側の無
接点電力伝送コイルからの電力伝送を、二次側の無接点電力伝送コイルにてより大きい発
生電圧が得られ且つ漏れ磁束が少なくなるように制御する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明においては、一次側と二次側の無接点電力伝送用の二つのコイルの中心位置ずれ
が発生した場合、二次側の無接点電力伝送コイルの漏れ磁束を検知し、その検知出力に基
づいて、一次側の無接点電力伝送コイルからの電力伝送を制御することにより、無接点電
力伝送の際のコイル中心位置ずれによる発熱を抑えると共に伝送効率の低下をも抑えるこ
とができ、さらに、コイル中心位置ずれに起因して電力伝送が中止されてしまうような事
態の発生を極力抑えることも可能となり、その結果としてユーザの利便性を高めることが
可能となっている。また、本発明においては、例えばコイル中心位置が或る程度ずれてい
る場合であっても、発熱を抑えつつ効率の良い電力伝送を行うことができるため、設計上
の理想位置に携帯端末を強制的に置かせるようなクレードル設計を採用する必要性が低く
なり、したがって例えば、携帯端末を買い換える場合でも、クレードルについては既に所
有しているものをそのまま使用できるようになり、その結果、ユーザの負担を少なくする
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ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態について説明する。
【００１７】
　本実施形態では、本発明の無接点電力伝送コイルとして、単線や撚り線若しくは平面状
パターンからなる線状導体を略々同一平面内に渦巻き状に巻回して形成された平面コイル
を例に挙げ、また、本発明の携帯端末の一例として上記平面コイルを無接点電力伝送の二
次側コイルとして備えた携帯電話端末を挙げ、本発明の送電装置の一例として上記平面コ
イルを無接点電力伝送の一次側コイルとして備え上記携帯電話端末を少なくとも充電可能
なクレードルを挙げ、さらに、本発明の無接点電力伝送システムの一例としてそれら携帯
電話端末とクレードルからなるシステムを挙げているが、勿論、ここで説明する内容はあ
くまで一例であり、本発明はこの例に限定されないことは言うまでもない。
【００１８】
〔携帯電話端末とクレードルの概略構成及び充電時の基本動作〕
　図１には、本発明実施形態の携帯電話端末２とクレードル１との間で行われる無接点電
力伝送に関連した主要部の概略的構造を示す。
【００１９】
　本実施形態の携帯電話端末２は、少なくとも、当該端末の動作電力を発生する二次電池
からなるバッテリ１６と、上記バッテリ１６の充電を行う際の受電側の無接点電力伝送コ
イルである二次側伝送コイル１４と、上記二次側伝送コイル１４を通じて受電した電力を
上記バッテリ１６へ供給して充電させるための充電制御回路を含む各種電子回路が実装さ
れた回路基板１５とを、当該端末筐体の内部に備えている。なお、本実施形態においては
、一般的な携帯電話端末が備えているその他の構成要素の図示及び説明については省略し
ている。
【００２０】
　上記バッテリ１６は着脱可能となされており、したがって、携帯電話端末２には当該バ
ッテリ１６を着脱する際に開閉（若しくは着脱）されるバッテリ蓋１３が設けられている
。
【００２１】
　上記二次側伝送コイル１４は、導電性を有する線状導体が渦巻き状に形成された平面コ
イルとなされており、当該二次側伝送コイル１４の一方の平面部が、上記バッテリ蓋１３
の内壁面、若しくは上記バッテリ１６のバッテリ蓋側の外表面上に例えば貼り付けられて
いる。本実施形態では、上記バッテリ蓋１３の内壁面に二次側伝送コイル１４が貼り付け
られているとする。
【００２２】
　一方、本実施形態のクレードル１は、少なくとも、携帯電話端末２のバッテリ１６の充
電を行う際の送電側の無接点電力伝送コイルである一次側伝送コイル１０と、上記一次側
伝送コイル１０への電力供給とその制御を行う制御基板部１１と、例えば家庭用電源に接
続される電源コード１２とを備えている。なお、本実施形態において、一般的なクレード
ルが備えているその他の構成要素の図示及び説明については省略する。
【００２３】
　このクレードル１の一次側伝送コイル１０は、携帯電話端末２の二次側伝送コイル１４
と略々同様に、導電性を有する線状導体が渦巻き状に形成された平面コイルとなされてお
り、当該一次側伝送コイル１０の一方の平面部が、当該クレードル１に設けられている或
る程度の大きさを有した平面状の端末載置台の筐体内壁面側に貼り付けられている。
【００２４】
　制御基板部１１は、当該クレードル１の端末載置台に上記携帯電話端末２が置かれ、そ
の携帯電話端末２の二次側伝送コイル１４と当該クレードル１の一次側伝送コイル１０と
が近接配置することにより、一次側伝送コイル１０内の磁界の状態が変化した時に、その
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磁界の状態変化に応じた電圧変動を検知可能となされている。そして、制御基板部１１は
、上記二次側伝送コイル１４が近接配置された時の一次側伝送コイル１０における磁界の
状態変化に応じた電圧変動による電圧値が、予め定めた所定の電圧値になったことを検知
した時に、当該クレードル１の端末載置台に携帯電話端末２が置かれたと判断する。
【００２５】
　同様に、本実施形態の携帯電話端末２の充電制御回路は、クレードル１の端末載置台に
自端末が置かれて、二次側伝送コイル１４とクレードル１の一次側伝送コイル１０とが近
接配置することで、二次側伝送コイル１４内の磁界の状態に変化が生じた時、その磁界状
態変化に応じた電圧変動を検知可能となされている。そして、携帯電話端末２の充電制御
回路は、上記一次側伝送コイル１０が近接配置された時の二次側伝送コイル１４における
磁界の状態変化に応じた電圧変動による電圧値が、予め定めた所定の電圧値になったこと
を検知した時に、自端末がクレードル１の端末載置台に置かれたと判断する。
【００２６】
　また、本実施形態において、クレードル１と携帯電話端末２は、上記一次側伝送コイル
１０及び二次側伝送コイル１４を通じた情報の伝達が可能となされている。例えば、上記
携帯電話端末２がクレードル１の端末載置台に置かれ、上述のように磁界の状態変化に基
づいて相互に一次側コイル１０と二次側コイル１４との近接配置を検知した時、それらク
レードル１と携帯電話端末２は、上記一次側伝送コイル１０及び二次側伝送コイル１４を
介した情報伝達により、互いに相手方を認証するための識別情報の交換を行う。
【００２７】
　そして、本実施形態において、上記一次側コイル１０と二次側コイル１４とが近接配置
されたことをクレードル１及び携帯電話端末２が共に検知し、更に、クレードル１と携帯
電話端末２とが互いに相手方を認証できた時に、クレードル１から電力伝送が行われ、そ
の伝送された電力により携帯電話端末２のバッテリ１６の充電が行われることになる。
【００２８】
　このように携帯電話端末２のバッテリ１６への充電が開始される場合、上記クレードル
１の制御基板部１１は、上記電源コード１２を通じて供給される家庭用交流電圧を所定の
直流電圧に変換し、その直流電圧を用いて所定の周波数の交流電圧を生成して、当該生成
した交流電圧を上記一次側伝送コイル１０へ供給し、当該一次側伝送コイル１０を所定の
共振周波数で発振させる。
【００２９】
　一方、携帯電話端末２側では、上記クレードル１の一次側伝送コイル１０の発振によっ
て上記二次側伝送コイル１４に交流電圧が誘起されると、その誘起された交流電圧を整流
して直流電圧に変換し、その直流電圧によりバッテリ１６の充電を行う。
【００３０】
　また、本実施形態において、クレードル１の制御基板部１１は、一次側伝送コイル１０
の磁界の状態変化に基づく電圧値が予め定めた所定の電圧値にならなかった時、若しくは
、一次側伝送コイル１０の磁界の状態変化に基づく電圧値が予め定めた所定の電圧値にな
った場合でも上記識別情報による相手方の認証が出来なかった時には、上記一次側伝送コ
イル１０の磁界の状態変化が例えばコイン等の金属物体やその他の導電性物体が端末載置
台に載っていることで発生したものであると判断し、上記一次側伝送コイル１０への電力
供給を行わないように制御する。
【００３１】
　また、本実施形態において、クレードル１からの電力伝送により携帯電話端末２のバッ
テリ１６の充電が行われている時、それらクレードル１と携帯電話端末２との間では、上
記一次側伝送コイル１０及び二次側伝送コイル１４を介して充電情報の伝達が行われる。
すなわち、携帯電話端末２の充電制御回路は、クレードル１からの電力伝送によりバッテ
リ１６の充電が行われている時、そのバッテリ１６の充電情報をクレードル１へ伝送する
。クレードル１の制御基板部１１は、携帯電話端末２から伝達された充電情報により、そ
の端末２のバッテリ１６の充電状況を監視しており、バッテリ１６の充電が完了していな
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いことを当該充電情報により把握している場合には上記一次側伝送コイル１０を通じた電
力伝送を続行し、一方、バッテリ１６の充電が完了したことを充電情報により把握した場
合には電力伝送を停止するような制御を行う。その他にも、制御基板部１１は、例えば、
携帯電話端末２から何らかの異常を示す情報が供給されたような場合にも電力伝送を停止
する制御を行う。
【００３２】
　さらに、詳細な構成及び動作については後述するが、本実施形態の携帯電話端末２は、
自端末がクレードル１の端末載置台に置かれた際に、そのクレードル１の一次側伝送コイ
ル１０と自端末の二次側伝送コイル１４の中心位置がずれることで、一次側伝送コイル１
０からの磁束を二次側伝送コイル１４が全て受けきれずに漏れ磁束が発生している場合に
、その漏れ磁束を検知するための漏れ磁束検知コイルを別途備えている。また、本実施形
態の無接点電力伝送システムでは、上記携帯電話端末２の漏れ磁束検知コイルからの出力
電圧を表す情報、すなわち一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の少なくとも中
心位置ずれ量を表す情報を、上記二次側伝送コイル１４と一次側伝送コイル１０を通じて
携帯電話端末２からクレードル１へフィードバック可能となされている。また、本実施形
態のクレードル１は、上記携帯電話端末２から送られてきた上記漏れ磁束検知コイルの出
力電圧を表す情報に基づいて、一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の間の中心
位置ずれ量を認識する。そして、本実施形態のクレードル１は、上記中心位置ずれ量に基
づいて、一次側伝送コイル１０における共振周波数や共振電圧、送信電力を制御すること
により、携帯電話端末１の二次側伝送コイル１４においてより大きな発生電圧が得られる
一方で漏れ磁束がより小さく（漏れ磁束検知コイルの検知電圧がより小さく）なるように
する。これにより、本実施形態においては、コイル中心位置ずれによる発熱を抑えると共
に伝送効率の低下をも抑え、また、コイル中心位置ずれに起因して電力伝送が中止されて
しまうような事態の発生を無くすことを可能としている。
【００３３】
〔両コイルの中心位置ずれと二次側の出力との関係、及び伝送効率との関係〕
　図２には、本実施形態の携帯電話端末２がクレードル１の端末載置台に置かれた際に、
中心位置ずれが発生している場合の一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の概略
図を示す。なお、図２の例は、中心位置がずれた時の両コイルの配置状態を表しており、
図中のＤは中心位置のずれ量を表している。
【００３４】
　本実施形態において、詳細な図示は省略するが、クレードル１に搭載されている一次側
伝送コイル１０は、表面に絶縁層が設けられた単線や撚り線の金属若しくは金属薄膜パタ
ーンが略々同一平面内に渦巻き状（スパイラル状）に巻回された平面コイルである。当該
一次側伝送コイル１０は、その一方の平面部側が例えばフレキシブルプリント基板等の表
面に貼り付けられており、また、他方の平面部側には当該コイル及び携帯電話端末２側の
二次側伝送コイル１４との間の磁路を効率良く形成して鎖交磁束を多くすると共に、それ
ら両コイルから発生する磁界による不要輻射を抑えるための磁性シート７１が当該他方の
平面部の全体を覆うように貼り付けられている。その他、図示は省略しているが、磁性シ
ート７１の外側には必要に応じてアルミニウム等からなる金属シートも貼り付けられる。
なお、以下の説明では、それら一次側伝送コイル１０や磁性シート７１等により構成され
たコイルユニットを、一次側コイルユニット６１と呼ぶことにする。
【００３５】
　同様に、詳細な図示は省略するが、携帯電話端末２に搭載されている二次側伝送コイル
１４は、表面に絶縁層が設けられた単線や撚り線の金属若しくは金属薄膜パターンが略々
同一平面内に渦巻き状（スパイラル状）に巻回された平面コイルである。当該二次側伝送
コイル１４は、その一方の平面部側が例えばフレキシブルプリント基板等の表面に貼り付
けられており、また、他方の平面部側には当該コイル及びクレードル１側の一次側伝送コ
イル１０との間の磁路を効率良く形成して鎖交磁束を多くすると共に、それら両コイルか
ら発生する磁界による不要輻射を抑えるための磁性シート７２が当該他方の平面部の全体
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を覆うように貼り付けられている。その他、図示は省略しているが、磁性シート７２の外
側には必要に応じてアルミニウム等からなる金属シートも貼り付けられる。なお、以下の
説明では、それら二次側伝送コイル１４や磁性シート７２等により構成されたコイルユニ
ットを、二次側コイルユニット６２と呼ぶことにする。
【００３６】
　ここで、携帯電話端末２がクレードル１の端末載置台上に置かれることで、上記一次側
コイルユニット６１と二次側コイルユニット６２とが対向して配置され、その状態で無接
点電力伝送が行われる場合において、一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の両
コイル中心位置が略々一致している場合（位置ずれが略々ゼロの場合）には、二次側伝送
コイル１４から出力される電圧値及び電流値は略々設計値通りの値になり、また電力伝送
効率は略々最大となる。
【００３７】
　一方で、両コイル中心位置がずれている場合、図２に示したように、二次側伝送コイル
１４から出力される電圧値及び電流値は設計値よりも低下し、また電力伝送効率も低下す
ることになる。
【００３８】
　図３には、一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の中心位置ずれ量と、各位置
ずれ量のときの二次側伝送コイル１４の出力電圧Ｖout及び出力電圧Ｉoutの関係を表して
いる。なお、図３の例において、両コイルの中心位置のずれ量としては、Ｄ＝０（ずれ量
が略々ゼロ）、Ｄ＝１（ずれ量が１ｍｍ）、Ｄ＝２（ずれ量が２ｍｍ）、・・・、Ｄ＝８
（ずれ量が８ｍｍ）の場合を例に挙げている。
【００３９】
　この図３の例からわかるように、一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の中心
位置のずれ量がＤ＝０～Ｄ＝５の範囲内では、二次側伝送コイル１４からの出力特性（特
に出力電力Ｖout）にさほど大きな劣化は見られないのに対し、中心位置のずれ量がＤ＝
６以上になると、二次側伝送コイル１４の出力特性（出力電圧）が大きく劣化することが
わかる。すなわち、両コイルの中心位置が或る程度ずれた場合、一次側伝送コイル１０か
らの磁束を二次側伝送コイル１４が受けきれないことで発生する漏れ磁束が多くなるため
、その漏れ磁束の量に相当する分だけ二次側伝送コイル１４の出力電圧が減ることになる
。なお、磁束の漏れにより二次側伝送コイル１４の出力電圧が減った場合において、例え
ば、その減少分を補うためにクレードル１側からの電力伝送量を増加させるようなことを
行うと、コイルの発熱が多くなってしまうことになる。
【００４０】
　また、図４には、両コイルの中心位置ずれ量と、各位置ずれ量のときの二次側伝送コイ
ル１４の出力電圧Ｉout及び電力伝送効率（％）の関係を表している。なお、図４の例に
おいて、両コイルの中心位置のずれ量は、図３と同じ例を挙げている。
【００４１】
　この図４の例からわかるように、一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の中心
位置のずれが小さい（例えばＤ＝０～Ｄ＝５の範囲内）場合、特に二次側伝送コイル１４
の出力電流Ｉoutが例えば３００ｍＡから５００ｍＡの範囲内では伝送効率の低下が少な
いのに対し、中心位置のずれ量が大きくなると二次側伝送コイル１４の出力電流Ｉoutが
３００ｍＡ～５００ｍＡの範囲内であっても伝送効率は低下することがわかる。一方で、
この図４からわかるように、コイル中心位置ずれ量が或る程度大きい場合（例えばＤ＝６
のずれなど）であっても、二次側伝送コイル１４の出力電流Ｉoutが例えば２５０ｍＡ～
３５０ｍＡの範囲内では、或る程度良い伝送効率が得られることがわかる。
【００４２】
　このことは言い換えれば、コイル中心位置ずれ量が或る程度大きい場合には、二次側伝
送コイル１４の出力電流Ｉoutが例えば２５０ｍＡ～３５０ｍＡのような所定の出力電流
範囲（つまり所定の出力電力範囲）内になるように、一次側伝送コイル１０からの電力伝
送を抑えるように制御すれば、或る程度の伝送効率を維持することが可能になることを表
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している。また、このように一次側伝送コイル１０からの電力伝送を抑えた場合には、コ
イルの発熱も少なくなることとなる。
【００４３】
〔コイル中心位置ずれの検知と中心位置ずれ発生時の電力伝送制御の概要〕
　上述したようなことから、本実施形態では、クレードル１の端末載置台上に携帯電話端
末２が置かれた場合、一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の中心位置ずれ量を
検知し、その検知した中心位置ずれ量が或る程度大きい場合には、例えば、一次側伝送コ
イル１０における共振周波数や共振電圧、送信電力を制御して、当該一次側からの電力伝
送を制御することにより、伝送効率の低下防止とコイル発熱の発生防止の両方を同時に実
現可能としている。
【００４４】
　本実施形態では、携帯電話端末２側の二次側コイルユニット６２を構成している少なく
とも二次側伝送コイル１４と磁性シート７２の外側に別途コイル（漏れ磁束検知コイルと
表記する）を設け、一次側伝送コイル１０からの磁束を二次側伝送コイル１４が受けきれ
ずに外側に漏れた磁束を当該漏れ磁束検知コイルにて検知し、この漏れ磁束検知コイルの
出力電圧値に基づいてコイル中心位置ずれ量を求めるようにしている。
【００４５】
　すなわち、一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の中心位置のずれ量が大きく
なると、一次側伝送コイル１０からの磁束を二次側伝送コイル１４が受けきれずに外側に
漏れる磁束が多くなり、漏れ磁束検知コイルと鎖交する漏れ磁束も多くなって、当該漏れ
磁束検知コイルの出力電圧も大きくなるため、この漏れ磁束検知コイルの出力電圧と予め
定めた両コイル間の中心位置ずれ量との対応関係を調べることにより、両コイルの中心位
置ずれ量を求めることができる。なお、詳細は後述するが、本実施形態では、上記漏れ磁
束検知コイルからの出力電圧を表す情報を、携帯電話端末２からクレードル１側へ伝送し
、当該クレードル１側において、上記漏れ磁束検知コイルの出力電圧情報からコイル中心
位置のずれ量を求めている。勿論、携帯電話端末２側でコイル中心位置のずれ量を求め、
その情報をクレードル１側へ送るようにしても良い。
【００４６】
〔コイル中心位置ずれ検知の具体例〕
　本実施形態では、上記漏れ磁束検知コイルの一例として、例えば図５～図１０に示すよ
うに、二次側伝送コイル１４と磁性シート７２の外径よりも少なくとも大きな径を有する
コイル４２を携帯電話端末２に設けることとする。
【００４７】
　図５は、二次側コイルユニット６２の各構成要素のうち、二次側伝送コイル１４と磁性
シート７２、及びそれらより径の大きな漏れ磁束検知コイル４２のみを上面側から図示し
た概略構成例を示している。また、図６は、図５の二次側コイルユニット６２の分解斜視
図を示している。また、図７は、二次側伝送コイル１４と磁性シート７２及び漏れ磁束検
知コイル４２が例えばフレキシブルプリント基板７３上に形成された二次側コイルユニッ
ト６２の概略構成例を、図８は、図７の二次側コイルユニット６２の分解斜視図を示して
いる。なお、図中の指示符号１４Ｔで示す構成要素は二次側伝送コイル１４から引き出さ
れたコイル端部及び端子であり、図中の指示符号４２Ｔで示す構成要素は漏れ磁束検知コ
イル４２から引き出されたコイル端部及び端子である。
【００４８】
　これら図５～図８から判るように、二次側コイルユニット６２は、例えばフレキシブル
プリント基板７３上に二次側伝送コイル１４が形成され、またその二次側伝送コイル１４
の全面を覆うようにして磁性シート７２が貼り付けられており、さらに、それら二次側伝
送コイル１４及び磁性シート７２の外径よりも大きな径の漏れ磁束検知コイル４２を、フ
レキシブルプリント基板７３上に一体化して組み込んで形成したものとなされている。
【００４９】
　なお、図５～図８の例では、漏れ磁束検知コイル４２の巻数が一巻分のみとなされてい
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るが、本発明は一巻に限定されない。また、漏れ磁束検知コイル４２の形状はコイル線材
長の抵抗分を考慮した場合には図示したような円形にすることが望ましいが、例えばコイ
ルユニットの取付ネジやその他の部材等を回避などする必要がある場合には非円形にする
ことも可能である。また、漏れ磁束検知コイル４２の中心軸については、二次側伝送コイ
ル１４及び磁性シート７２の中心軸と必ずしも一致させなくてもよいが、例えば、コイル
中心位置ずれ方向によって、同じずれ量であっても漏れ磁束検知コイル４２の検知電圧が
変わってしまうことを防ぐためには、漏れ磁束検知コイル４２の中心軸と二次側伝送コイ
ル１４及び磁性シート７２の中心軸とを略々一致させることが望ましい。
【００５０】
　また、図９は、一次側コイルユニット６１と二次側コイルユニット６２のコイル中心位
置が略々一致した状態で対向配置されている時の断面図を示し、図１０は、一次側コイル
ユニット６１と二次側コイルユニット６２のコイル中心位置がずれた状態で対向配置して
いる時の断面図を示している。なお、図９及び図１０の例では、図示を簡略化するための
磁束Ｍの向きを一方向で描いているが、実際の電力伝送時には交流電圧が用いられるため
磁束Ｍの向きは交互に反転することになる。
【００５１】
　これらから判るように、図９の例のように両コイル中心位置が略々一致した状態である
時には、両コイルにより形成される磁束Ｍは漏れ磁束検知コイル４２を通らず、漏れ磁束
検知コイル４２には電圧が発生しないのに対し、図１０の例のように両コイル中心位置が
大きくずれると両コイルにより形成される磁束Ｍが漏れ磁束検知コイル４２と鎖交するこ
とで、漏れ磁束検知コイル４２には電圧が発生することになる。
【００５２】
　図１１には、両コイル中心位置ずれ量と漏れ磁束検知コイルの発生電圧との関係を示す
。この図１１から判るように、漏れ磁束検知コイル４２から出力電圧が得られたときには
、両コイル中心位置ずれが発生していると判断することができ、また、その出力電圧の大
きさから、コイル中心位置のずれ量を求めることも可能となる。
【００５３】
　なお、例えば一次側伝送コイル１０の径が漏れ磁束検知コイル４２の径と同等か或いは
それ以上である場合、両コイル中心位置が略々一致した状態でも漏れ磁束検知コイル４２
に僅かではあるが磁束Ｍが鎖交して多少の電圧が発生することになる。但し、その場合で
も例えば両コイル中心位置が大きくずれると、漏れ磁束検知コイル４２と鎖交する磁束Ｍ
が増加することになり、両コイル中心位置が略々一致している場合よりも、漏れ磁束検知
コイル４２から出力される電圧は多くなるため、その電圧により両コイル中心位置ずれの
発生及びずれ量を知ることができることになる。
【００５４】
　上述の説明では、携帯電話端末２に搭載される漏れ磁束検知コイルの一例として、図５
～図１０に示すように、二次側伝送コイル１４と磁性シート７２の外径よりも少なくとも
大きな径を有する漏れ磁束検知コイル４２を例に挙げたが、例えば図１２～図２７で説明
するように、二次側伝送コイル１４と磁性シート７２の外側近傍に、複数の漏れ磁束検知
コイル４２を配置するようにしてもよい。
【００５５】
　図１２は、二次側コイルユニット６２の各構成要素のうち、二次側伝送コイル１４と磁
性シート７２、及びそれらの外側近傍に配置される複数の漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，
４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－のみを上面側から図示した概略構成例を示している。また
、図１３は、二次側伝送コイル１４と磁性シート７２及び複数の漏れ磁束検知コイル４２
Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－が例えばフレキシブルプリント基板７３上に形成さ
れた二次側コイルユニット６２の概略構成例を示している。なお、図中の指示符号１４Ｔ
で示す構成要素は二次側伝送コイル１４から引き出されたコイル端部及び端子であり、図
中の指示符号４２Ｔで示す構成要素は漏れ磁束検知コイル４２から引き出されたコイル端
部及び端子である。
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【００５６】
　これら図１２及び図１３から判るように、二次側コイルユニット６２は、例えばフレキ
シブルプリント基板７３上に二次側伝送コイル１４に形成され、またその二次側伝送コイ
ル１４の全面を覆うようにして磁性シート７２が貼り付けられており、さらに、それら二
次側伝送コイル１４及び磁性シート７２の外側近傍で且つ二次側伝送コイル１４の中心軸
に対して少なくともＸ，Ｙ軸方向の四つの方向に対応した四箇所に配される各々小型の漏
れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－が、フレキシブルプリント基
板７３上に一体的に組み込まれて形成されている。
【００５７】
　なお、図１２及び図１３の例では、漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋
，４２Ｘ－の巻数がそれぞれ二巻分のみとなされているが、本発明は二巻に限定されず、
また、漏れ磁束検知コイルの個数も四個に限定されない。但し、後述するようにコイル中
心位置のずれ方向を検知可能にする場合には図示したような配置で少なくとも四個の漏れ
磁束検知コイルを設けることが望ましい。また、漏れ磁束検知コイル４２の形状は図示し
たような楕円形だけでなく、例えば円形やその他の形状にすることも可能である。また、
二次側伝送コイル１４及び磁性シート７２の外周部から各漏れ磁束検知コイル４２４２Ｙ
＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－までの距離はそれぞれ必ずしも一致させなくてもよい
が、例えば、二次側伝送コイル１４及び磁性シート７２の外周部から各漏れ磁束検知コイ
ルまでの各距離とコイル中心位置ずれ量との対応を判りやすくするためには、それら各距
離を略々一致させることが望ましい。
【００５８】
　また、図１４は、一次側コイルユニット６１と二次側コイルユニット６２のコイル中心
位置が略々一致した状態で対向配置されている場合において、図１２中の一点鎖線Ａ－Ａ
でそれら両コイルユニットを切断した場合の断面図を示している。なお、図１４の例では
、図示を簡略化するための磁束Ｍの向きを一方向で描いているが、実際の電力伝送時には
交流電圧が用いられるため磁束Ｍの向きは交互に反転することになる。
【００５９】
　図１５は、一次側コイルユニット６１と二次側コイルユニット６２のコイル中心位置が
ずれた場合の一次側伝送コイル１０と二次側伝送コイル１４の位置関係の一例を示してお
り、図１６は、図１５の例のように一次側コイルユニット６１と二次側コイルユニット６
２のコイル中心位置がずれた状態で対向配置している時の両コイルユニットの断面図を示
している。なお、図１６の例では磁束Ｍの向きを一方向で描いているが、実際の電力伝送
時には磁束Ｍの向きは交互に反転することになる。
【００６０】
　これらから判るように、図１４の例のように両コイル中心位置が略々一致した状態であ
る時には、両コイルにより形成される磁束Ｍは漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，
４２Ｘ＋，４２Ｘ－を通らず、漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２
Ｘ－には電圧が発生しないのに対し、図１５及び図１６の例のように両コイル中心位置が
大きくずれると両コイルにより形成される磁束Ｍが漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ
－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－の幾つかと鎖交することで、当該磁束Ｍと鎖交した漏れ磁束検知
コイルには電圧が発生することになる。したがって、漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２
Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－の幾つかが磁束Ｍと鎖交することで出力電圧が得られたときに
は、両コイル中心位置ずれが発生していると判断することができ、またその出力電圧の大
きさから、コイル中心位置のずれ量を求めることが可能となると同時に、それら漏れ磁束
検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－の何れから出力電圧が得られている
のかを見ることにより、コイル中心位置のずれ方向をも求めることが可能となる。さらに
、この例の場合、各漏れ磁束検知コイルからは、コイル中心位置ずれ量に対して略々比例
した検知電圧が得られることになるため、より正確にずれ量を判定することが可能となる
。
【００６１】
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　なお、例えば一次側伝送コイル１０の径が漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４
２Ｘ＋，４２Ｘ－が配置と同等か或いはそれ以上である場合、両コイル中心位置が略々一
致した状態でも漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－に僅かでは
あるが磁束Ｍが鎖交して多少の電圧が発生することになる。但し、その場合でも例えば両
コイル中心位置が大きくずれると、漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，
４２Ｘ－と鎖交する磁束Ｍが増加することになり、両コイル中心位置が略々一致している
場合よりも、漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－の幾つかから
出力される電圧が多くなったり、或いは逆に出力電圧が得られなくなる漏れ磁束検知コイ
ルが存在することになるため、それら電圧により両コイル中心位置ずれの発生とずれ量、
及びずれ方向を知ることができることになる。
【００６２】
　以下、図１７～図２８を参照して、コイル中心位置のずれ量及びずれ方向と、各漏れ磁
束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－の出力電圧との関係を説明する。
【００６３】
　図１７及び図１８は、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に
図１７中矢印方向（「＋Ｘ方向」）にずれた場合のコイル中心位置のずれと漏れ磁束検知
コイルの出力電圧の関係を示す。この図１７及び図１８の例からわかるように、二次側伝
送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に「＋Ｘ方向」にずれた場合には、
各漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋，４２Ｙ－，４２Ｘ＋，４２Ｘ－のうち、漏れ磁束検知コ
イル４２Ｘ＋のみから電圧が発生することになる。また、そのずれ量が大きくなるにつれ
、当該漏れ磁束検知コイル４２Ｘ＋からの発生電圧も大きくなる。したがって、この図１
８のような出力電圧が得られた場合には、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイ
ル１０が相対的に図１７中矢印方向（「＋Ｘ方向」）にずれていると判断することができ
、また、その出力電圧の大きさからずれ量も求めることができることとなる。
【００６４】
　図１９及び図２０は、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に
図１９中矢印方向（「－Ｘ方向」）にずれた場合のコイル中心位置のずれと漏れ磁束検知
コイルの出力電圧の関係を示す。この図１９及び図２０の例からわかるように、二次側伝
送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に「－Ｘ方向」にずれた場合には、
漏れ磁束検知コイル４２Ｘ－のみから電圧が発生することになる。また、そのずれ量が大
きくなるにつれ、当該漏れ磁束検知コイル４２Ｘ－からの発生電圧も大きくなる。したが
って、この図２０のような出力電圧が得られた場合には、二次側伝送コイル１４に対して
一次側伝送コイル１０が相対的に図１９中矢印方向（「－Ｘ方向」）にずれていると判断
することができ、また、その出力電圧の大きさからずれ量も求めることができることとな
る。
【００６５】
　図２１及び図２２は、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に
図２１中矢印方向（「＋Ｙと＋Ｘの略々真中斜め方向」）にずれた場合のコイル中心位置
のずれと漏れ磁束検知コイルの出力電圧の関係を示す。この図２１及び図２２の例からわ
かるように、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に「＋Ｙと＋
Ｘの略々真中斜め方向」にずれた場合には、漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋及び４２Ｘ＋の
両者から略々同じ電圧が発生することになる。また、そのずれ量が大きくなるにつれ、当
該漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋及び４２Ｘ＋からの発生電圧も大きくなる。したがって、
この図２２のような出力電圧が得られた場合には、二次側伝送コイル１４に対して一次側
伝送コイル１０が相対的に図２１中矢印方向（「＋Ｙと＋Ｘの略々真中斜め方向」）にず
れていると判断することができ、また、それら出力電圧の大きさからずれ量も求めること
ができることとなる。
【００６６】
　図２３及び図２４は、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に
図２１中矢印方向（「－Ｙと－Ｘの略々真中斜め方向」）にずれた場合のコイル中心位置
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のずれと漏れ磁束検知コイルの出力電圧の関係を示す。この図２３及び図２４の例からわ
かるように、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に「－Ｙと－
Ｘの略々真中斜め方向」にずれた場合には、漏れ磁束検知コイル４２Ｙ－及び４２Ｘ－の
両者から略々同じ電圧が発生することになる。また、そのずれ量が大きくなるにつれ、当
該漏れ磁束検知コイル４２Ｙ－及び４２Ｘ－からの発生電圧も大きくなる。したがって、
この図２４のような出力電圧が得られた場合には、二次側伝送コイル１４に対して一次側
伝送コイル１０が相対的に図２３中矢印方向（「－Ｙと－Ｘの略々真中斜め方向」）にず
れていると判断することができ、また、それら出力電圧の大きさからずれ量も求めること
ができることとなる。
【００６７】
　図２５及び図２６は、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に
図２５中矢印方向（「＋Ｙと＋Ｘの間でやや＋Ｘ方向寄りの斜め方向」）にずれた場合の
コイル中心位置のずれと漏れ磁束検知コイルの出力電圧の関係を示す。この図２５及び図
２６の例からわかるように、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対
的に「＋Ｙと＋Ｘの間でやや＋Ｘ方向寄りの斜め方向」にずれた場合には、漏れ磁束検知
コイル４２Ｙ＋及び４２Ｘ＋の両者から電圧が発生すると同時に、その出力電圧は漏れ磁
束検知コイル４２Ｘ＋の方が大きいことになる。また、そのずれ量が大きくなるにつれ、
当該漏れ磁束検知コイル４２Ｙ＋及び４２Ｘ＋からの発生電圧も大きくなる。したがって
、この図２６のような出力電圧が得られた場合には、二次側伝送コイル１４に対して一次
側伝送コイル１０が相対的に図２５中矢印方向（「＋Ｙと＋Ｘの間でやや＋Ｘ方向寄りの
斜め方向」）にずれていると判断することができ、また、それら出力電圧の大きさからず
れ量も求めることができることとなる。
【００６８】
　図２７及び図２８は、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対的に
図２７中矢印方向（「－Ｙと－Ｘの間でやや－Ｘ方向寄りの斜め方向」）にずれた場合の
コイル中心位置のずれと漏れ磁束検知コイルの出力電圧の関係を示す。この図２７及び図
２８の例からわかるように、二次側伝送コイル１４に対して一次側伝送コイル１０が相対
的に「－Ｙと－Ｘの間でやや－Ｘ方向寄りの斜め方向」にずれた場合には、漏れ磁束検知
コイル４２Ｙ－及び４２Ｘ－の両者から電圧が発生すると同時に、その出力電圧は漏れ磁
束検知コイル４２Ｘ－の方が大きいことになる。また、そのずれ量が大きくなるにつれ、
当該漏れ磁束検知コイル４２Ｙ－及び４２Ｘ－からの発生電圧も大きくなる。したがって
、この図２８のような出力電圧が得られた場合には、二次側伝送コイル１４に対して一次
側伝送コイル１０が相対的に図２７中矢印方向（「－Ｙと－Ｘの間でやや－Ｘ方向寄りの
斜め方向」）にずれていると判断することができ、また、それら出力電圧の大きさからず
れ量も求めることができることとなる。
【００６９】
　なお、上述したようなコイル中心位置ずれと漏れ磁束検知コイルの出力電圧との関係は
、他の方向のコイル中心位置ずれにおいても同様であるが、それらの説明は省略する。
【００７０】
〔検知されたコイル中心位置ずれに基づく電力伝送制御の詳細及び回路構成〕
　本実施形態では、以上説明したようにして携帯電話端末２にてコイル中心位置ずれの発
生とそのずれ量やずれ方向を検知した場合、当該コイル中心位置ずれを表す情報（例えば
漏れ磁束検知コイルの出力電圧値を示す情報）を携帯電話端末２からクレードル１へ送信
し、クレードル１側にて例えば共振周波数や共振電圧、送信電力を変更する制御を行うこ
とにより、当該一次側からの電力伝送を制御する。
【００７１】
　すなわち、クレードル１は、携帯電話端末２から送られてきたコイル中心位置ずれを表
す情報に基づいて、一次側伝送コイル１０の共振回路を構成しているコンデンサの容量Ｃ
やコイルのインダクタンスを変更することで、一次側伝送コイル１０の共振周波数を変更
する制御や共振電圧を変更する制御を行ったり、或いは、一次側伝送コイル１０から送ら
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れる伝送電力を変更する制御を行う。これにより、コイル中心位置がずれている場合には
、一次側伝送コイル１０からの電力伝送が抑えられ、それによって或る程度の伝送効率を
維持した状態での無接点電力伝送が可能になると同時に、コイルの発熱も少なくなる。
【００７２】
　図２９～図３２には、上述した本発明実施形態の携帯電話端末２とクレードル１の無接
点電力伝送及びコイル中心位置ずれの検知に応じた電力伝送制御に関連した主要部の詳細
な内部回路構成を示す。
【００７３】
　図２９は、クレードル１にて一次側伝送コイル１０の共振周波数を変更することで電力
伝送制御を行う場合の構成例を示す。
【００７４】
　図２９において、クレードル１側の内部回路２０は、前記図１の制御基板部１１に含ま
れており、主要な構成要素として、ＡＣアダプタ２１、送電制御部２２、送電回路２３、
及び一次側伝送コイル１０を有して構成されている。
【００７５】
　ＡＣアダプタ２１は、前述の電源コード１２を通じて供給される家庭用交流電圧を所定
の直流電圧に変換する。このＡＣアダプタ２１からの直流電圧は、送電制御部２２を介し
て送電回路２３へ供給される。
【００７６】
　送電回路２３は、少なくとも発振回路とドライバ及び共振回路を有して構成されている
。　発振回路は、例えば当該クレードル１から携帯電話端末２へ充電電力を伝送する際の
基準発振信号を生成し、その基準発振信号をドライバへ出力する。ドライバは、送電制御
部２２の制御回路２５による制御の元で、上記発振回路からの基準発振信号を用いて、上
記直流電圧を所定の周波数の交流電圧に変換する。共振回路は、例えば後述する図３０に
示すようなコンデンサとスイッチを有し、一次側伝送コイル１０に接続され、コンデンサ
の容量ＣとコイルのインダクタンスＬとにより共振回路を構成しており、上記ドライバか
らの交流電圧に応じて共振する。これにより、一次側伝送コイル１０を所定の共振周波数
で発振させる。また、送電回路２３は、送電制御部２２の制御回路２５から供給される情
報送信用変調信号を上記電力伝送用の交流信号に重畳することにより、携帯電話端末２へ
の情報送信も行う。
【００７７】
　上記一次側伝送コイル１０の両コイル端部間には、分圧抵抗２４が接続されている。当
該分圧抵抗２４は、一次側伝送コイル１０の両コイル端部間における電圧を分圧し、その
分圧出力を送電制御部２２へ送るために設けられている。
【００７８】
　送電制御部２２は、主要な構成要素として、制御回路２５、波形検出器２６、電圧監視
器２７、温度検出器２８等を備えている。
【００７９】
　当該送電制御部２２の波形検出器２６には、上記一次側伝送コイル１０の両コイル端部
間に表れる電圧を分圧抵抗２４により分圧した出力が供給される。当該波形検出器２６は
、上記分圧出力の信号波形を検出して、その検出波形信号を制御回路２５へ出力する。
【００８０】
　上記制御回路２５は、当該クレードル１から携帯電話端末２側へ充電電力を伝送する場
合には、上記送電回路２３のドライバを制御し、当該ドライバから一次側伝送コイル１０
へ上記所定の周波数の交流電圧を供給させる。
【００８１】
　また、制御回路２５は、上記分圧抵抗２４及び波形検出器２６を通じて供給された上記
検出波形信号、つまり一次側伝送コイル１０の両コイル端部間に表れる電圧波形の検出波
形信号に基づいて、当該クレードル１の端末載置台への携帯電話端末２の接近，離脱の判
断等を行う。すなわち制御回路２５は、端末載置台への携帯電話端末２の接近，離脱によ
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り上記一次側伝送コイル１０に発生する電圧変動を、上記分圧抵抗２４及び波形検出器２
６を通じた検出波形信号により検知する。そして、制御回路２５は、上記端末載置台への
携帯電話端末２の接近，離脱の検知に基づき、必要に応じて、ドライバ２３から一次側伝
送コイル１０への交流電圧の供給と停止の制御などを行う。
【００８２】
　また、制御回路２５は変復調回路２９を有している。当該変復調回路２９は、携帯電話
端末２への情報送信を行う際には、その情報に応じて変調した信号を生成し、その変調信
号を送電回路２３へ送る。これにより、携帯電話端末２への情報送信が行われる。一方、
携帯電話端末２からの情報受信を行う場合、制御回路２５は、上記分圧抵抗２４及び波形
検出器２６を通じて供給された上記検出波形信号から、上記携帯電話端末２側から送信さ
れてきた変調信号の抽出を行う。そして、変復調回路２９では、上記変調信号の復調が行
われる。これにより、携帯電話端末２から送信されてきた情報の受信が行われる。
【００８３】
　ここで、携帯電話端末２から送られてきたコイル中心位置ずれを表す情報を受信すると
、当該クレードル１０の制御回路２５は、そのコイル中心位置ずれの大きさやずれ方向を
求め、それらコイル中心位置ずれの大きさやずれ方向に基づいて、図３０の共振回路のス
イッチを切替制御することにより、一次側伝送コイル１０の共振周波数を変更する制御を
行う。
【００８４】
　すなわち図３０に示す送電回路２３の共振回路は、インダクタンスＬのコイル両端に各
々直列接続されたそれぞれ容量がＣ１，Ｃ２のコンデンサと、コイル両端に対して並列に
配置されたそれぞれ容量がＣ11，Ｃ12，・・・となされた複数のコンデンサとを備えてい
る。また、上記コイル両端に対して並列配置された容量Ｃ11，Ｃ12，・・・の各コンデン
サと、コイル一端側の交流信号入力端子との間には、各々ＥＦＴ（電界効果トランジスタ
）等からなるスイッチＳ１，Ｓ２，・・・が挿入接続されている。これらスイッチＳ１，
Ｓ２，・・・は、制御回路２５から供給される共振周波数制御信号（スイッチの切替制御
信号）により、オン／オフ（導通／非導通）の切替制御がなされる。この図３０に示した
共振回路によれば、スイッチＳ１，Ｓ２，・・・がオン／オフされ、容量Ｃ11，Ｃ12，・
・・の接続／非接続が切り替えられることにより、共振周波数が変更されることになる。
なお、共振周波数の変更は、容量Ｃ11，Ｃ12，・・・のコンデンサを並列に接続すること
で行う場合の他、元々並列接続されていた各コンデンサを切り離すことで行ってもよい。
また、図３０の例はコンデンサの接続／切断により共振周波数を変更する構成例を挙げた
が、コイルのインダクタンスＬを変更、或いはそれら容量ＣとインダクタンスＬの両方を
変更して共振周波数を変更する場合も本発明には含まれる。
【００８５】
　これにより、当該クレードル１では、コイル中心位置ずれに応じた一次側の共振周波数
制御が実現されることなる。
【００８６】
　電圧監視器２７は、例えば上記分圧抵抗２４からの電圧値に基づいて、一次側伝送コイ
ル１０に規定外の異常電圧が発生するか若しくはその発生が予測されるかどうかを監視す
る。そして、電圧監視器２７は、規定外の異常電圧が発生したことを検知若しくはその発
生を予測した場合には、その旨の検知情報を制御回路２５へ送る。
【００８７】
　温度検出器２８は、例えば一次側伝送コイル１０の近傍若しくはその内部に設けられて
いる温度センサ３０からの信号に基づいて、一次側伝送コイル１０が規定外の異常温度に
なるか若しくは異常温度になることが予測されるかどうかを監視する。そして、温度検出
器２８は、規定外の異常温度になったことを検知若しくは異常温度になると予測した場合
には、その旨の検知情報を制御回路２５へ送る。
【００８８】
　そして、制御回路２５は、当該クレードル１から携帯電話端末２側へ充電電力を伝送す
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る際若しくは伝送中、或いは、それら以外の時に、上記異常電圧の検知情報又は上記異常
温度の検知情報の何れか一方でも受け取った場合、上記送電回路２３の動作を停止させて
一次側伝送コイル１０への電力供給を停止若しくは供給開始を行わないような制御を行う
。
【００８９】
　一方、図２９において、携帯電話端末２側の内部回路４０は、前記図１の回路基板１５
に含まれており、主要な構成要素として、受電回路４３、分圧抵抗４１、受電制御部４４
、携帯電話充電回路４５、二次電池であるバッテリ４６、前述した漏れ磁束検知コイル４
２等を有して構成されている。
【００９０】
　受電回路４３は、受電のための構成として整流回路とレギュレータを有し、また、クレ
ードル１への情報送信のための構成として二次側伝送コイル１４の共振回路とドライバ及
び発振回路等を備えている。
【００９１】
　受電回路４３の整流回路は、二次側伝送コイル１４の両コイル端部間の出力電圧（交流
電圧）を、直流電圧に変換してレギュレータへ送る。レギュレータは、整流回路から供給
された直流電圧を、当該携帯電話端末の充電回路４５で使用される所定電圧に変換して、
受電制御部４４へ送る。
【００９２】
　分圧抵抗４１は、二次側伝送コイル１４と受電回路４３との間に設けられており、二次
側伝送コイル１４の両コイル端部間における電圧を分圧し、その分圧出力を受電制御部４
４へ送るために設けられている。
【００９３】
　受電制御部４４は、主要な構成要素として、制御回路５０、電圧検出器５１、波形・周
波数検出器５２等を備えている。
【００９４】
　波形・周波数検出器５２には、上記二次側伝送コイル１４の両コイル端部間に表れる電
圧を分圧抵抗４１により分圧した出力が供給される。当該波形・周波数検出器５２は、上
記分圧出力の信号波形を検出して、その検出波形信号を制御回路５０へ出力する。また、
波形・周波数検出器５２は、分圧出力の信号波形から、受電信号の周波数を検出する。こ
の周波数検出信号は制御回路５０へ送られる。
【００９５】
　電圧検出器５１は、前述の漏れ磁束検知コイル４２に発生した電圧値を検出し、その電
圧値をＡ／Ｄ変換し、そのＡ／Ｄ変換後の電圧値信号を制御回路５０へ送る。
【００９６】
　上記制御回路５０は、携帯電話充電回路４５にてバッテリ４６への充電が行われる場合
には、上記受電回路４３が受電した電力を、上記携帯電話充電回路４５へ送る。
【００９７】
　携帯電話充電回路４５は、受電制御部４４から充電電力が供給された時、バッテリ４６
の残量に応じて、上記充電電力を当該バッテリ４６へ送って充電する。
【００９８】
　また、制御回路５０は、上記分圧抵抗４１及び波形・周波数検出器５２を通じて供給さ
れた上記検出波形信号、つまり二次側伝送コイル１４の両コイル端部間に表れる電圧波形
の検出波形信号に基づいて、クレードル１の端末載置台への自端末２の接近，離脱の判断
等を行う。すなわち制御回路５０は、端末載置台への自端末２の接近，離脱により上記二
次側伝送コイル１４に発生する電圧変動を、上記分圧抵抗４１及び波形・周波数検出器５
２を通じた検出波形信号により検知する。そして、制御回路５０は、上記端末載置台への
自端末２の接近，離脱の検知に基づき、必要に応じて、携帯電話充電回路４５への受電電
力の供給と停止の制御などを行う。
【００９９】



(18) JP 2008-295274 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

　また、制御回路５０は、波形・周波数検出器５２を通じて供給された上記周波数検出信
号により、無接点電力伝送時の二次側伝送コイル１４の共振周波数の検出、つまりクレー
ドル１側の一次側伝送コイル１０における共振周波数の検出を行う。そして、制御回路５
０は、クレードル１の一次側伝送コイル１０の共振周波数が変更されたことを検出した場
合には、その旨を携帯電話充電回路４５へ知らせる。これにより、携帯電話充電回路４５
では、上記共振周波数の変更により送電量が変わった電力に最適化したバッテリ充電制御
を行う。
【０１００】
　さらに、制御回路５０は変復調回路５３を有している。当該変復調回路５３は、クレー
ドル１へ前述したようなコイル中心位置ずれを表す情報等を送信する際には、その情報に
応じて変調した信号を生成し、その変調信号を受電回路４３へ送る。　
　この時、受電回路４３の発振回路は、当該携帯電話端末２からクレードル１へ情報伝送
を行う際の基準発振信号を生成し、その基準発振信号をドライバへ出力する。ドライバは
、受電制御部４４の制御回路５０による制御の元で、上記発振回路からの基準発振信号を
用いて、上記共振回路を共振させることにより、二次側伝送コイル１４を所定の共振周波
数で発振させる。同時に、ドライバでは、受電回路４４の制御回路５０から供給される情
報送信用の変調信号が上記基準発振信号に重畳される。これにより、クレードル１への情
報送信が行われる。
【０１０１】
　一方、クレードル１からの情報受信を行う場合、制御回路５０は、上記分圧抵抗４１及
び波形・周波数検出器５２を通じて供給された上記検出波形信号から、上記クレードル１
側から送信されてきた変調信号の抽出を行う。そして、変復調回路５３では、上記変調信
号の復調が行われる。これにより、クレードル１から送信されてきた情報の受信が行われ
る。
【０１０２】
　次に、図３１は、クレードル１にて一次側伝送コイル１０の共振電圧を変更することで
電力伝送制御を行う場合の構成例を示す。なお、この図３１において、図２９と同じ構成
要素には同一の指示符号を付してそれらの説明は省略する。
【０１０３】
　図３１において、クレードル１の送電制御部２２は、ＡＣ－ＤＣコンバータ３１を備え
ている。ＡＣ－ＤＣコンバータ３１は、波形検出器２６から供給された検出波形信号の交
流電圧を直流電圧に変換し、当該直流電圧値を制御回路２５へ送る。
【０１０４】
　制御回路２５は、ＡＣ－ＤＣコンバータ３１から供給された直流電圧により、一次側伝
送コイル１０の発生電圧を知り、当該発生電圧に基づいて一次側伝送コイル１０における
共振電圧を求める。
【０１０５】
　そして、携帯電話端末２から送られてきたコイル中心位置ずれを表す情報を受信した時
、当該クレードル１０の制御回路２５は、そのコイル中心位置ずれの大きさやずれ方向を
求め、それらコイル中心位置ずれの大きさやずれ方向と、上記ＡＣ－ＤＣコンバータ３１
から供給される一次側伝送コイル１０の共振電圧を表す信号とに基づいて、例えば前述し
た図３０の共振回路の容量Ｃやインダクタンスの変更制御を行うことにより、一次側伝送
コイル１０の共振電圧を変更する制御を行う。すなわちこの図３１の構成の場合、制御回
路２５から送電回路２３の共振回路へ送られる制御信号は共振電圧制御信号となる。
【０１０６】
　これにより、当該クレードル１では、コイル中心位置ずれに応じた一次側の共振電圧制
御が実現されることなる。
【０１０７】
　次に、図３２には、クレードル１にて一次側伝送コイル１０からの送信電力を変更する
ことで電力伝送制御を行う場合の構成例を示す。なお、この図３２において、図２９や図
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３１と同じ構成要素には同一の指示符号を付してそれらの説明は省略する。
【０１０８】
　この図３２の構成の場合、送電回路２３は、少なくとも発振回路とドライバ及び共振回
路を有して構成されているが、共振回路については前述の図３０で示したような容量Ｃ11
，Ｃ12，・・・の複数のコンデンサとスイッチＳ１，Ｓ２，・・・を備えた構成でもよい
し、それらを備えていない構成でもよい。
【０１０９】
　また、この図３２の例の場合、送電回路２３の発振回路は、基準発振信号の連続発振動
作を行うことだけでなく、間欠発振動作をも行えるものとなされる。
【０１１０】
　そして、この図３２の構成例において、携帯電話端末２から送られてきたコイル中心位
置ずれを表す情報を受信すると、当該クレードル１０の制御回路２５は、そのコイル中心
位置ずれの大きさやずれ方向を求め、それらコイル中心位置ずれの大きさやずれ方向に基
づいて、上記送電回路２３の発振回路を間欠発振動作させる制御を行う。すなわちこの図
３２の構成の場合、制御回路２５から送電回路２３へ送られる制御信号は、発振回路を間
欠動作させる際のデューティ制御信号となる。
【０１１１】
　これにより、当該クレードル１では、コイル中心位置ずれに応じた一次側の電力伝送制
御が実現されることなる。
【０１１２】
〔まとめ〕
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、携帯電話端末２に二次側伝送コイル
１４の漏れ磁束を検知するための漏れ磁束検知コイル４２を設け、当該漏れ磁束検知コイ
ル４２の検知電圧に基づいて、クレードル１の一次側伝送コイル１０と携帯電話端末２の
二次側伝送コイル１４の中心位置ずれを検知し、その検知した中心位置ずれに基づいてク
レードル１側の共振周波数や共振電圧、送信電力を制御することにより、コイル中心位置
ずれによる発熱を抑えると共に、コイル中心位置ずれに応じた最適な電力送信を行って伝
送効率の低下をも抑えることが可能となっている。したがって、本実施形態によれば、コ
イル中心位置ずれに起因して電力伝送が中止されてしまうような事態の発生を極力抑える
ことが可能である。
【０１１３】
　上述した実施形態の説明は、本発明の一例である。このため、本発明は上述した各実施
形態に限定されることなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等
に応じて種々の変更が可能であることはもちろんである。
【０１１４】
　上述の実施形態では、漏れ磁束検知コイルを別途設けるようにしたが、例えばいわゆる
電子財布や電車等の乗車券・定期券、入室時の本人認証等に使用可能なＲＦＩＤ（Radio 
Frequency-Identification：電波方式認識）非接触型ＩＣカード機能に用いられているよ
うなコイルアンテナを、上記二次側伝送コイル１４の近傍に配置し、当該非接触型ＩＣカ
ード用のコイルアンテナを漏れ磁束検知コイルとして流用するようにしてもよい。
【０１１５】
　また、上述の実施形態では、漏れ磁束検知コイル４２の発生電圧を表す信号を、二次側
伝送コイル１４及び一次側伝送コイル１０を通じてクレードル１側へフィードバックする
例を挙げたが、それら一次側及び二次側の電力伝送用のコイル以外の情報伝送手段、例え
ばいわゆる無線ＬＡＮやブルートゥース（BlueTooth：登録商標）、上記非接触型ＩＣカ
ード機能用のコイルアンテナなどを用いて伝送してもよい。
【０１１６】
　また、上述の実施形態では、携帯電話端末２側に漏れ磁束検知コイル４２を設けた例を
挙げたが、クレードル１側に漏れ磁束検知コイルを設けてもよい。この場合、漏れ磁束検
知コイルの検知電圧を携帯電話端末２からクレードル１へフィードバックしなくてもよい
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ことになる。勿論、携帯電話端末２とクレードル１の両者が漏れ磁束検知コイルを備えて
いてもよい。
【０１１７】
　さらに、本実施形態では、携帯電話端末２とそのクレードル１を例に挙げたが、本発明
はそれらに限定されず、例えばＰＤＡ（Personal Digital Assistants）やデジタルカメ
ラ、ポータブルオーディオ機器、ポータブルビデオ機器、ポータブルのナビゲーション装
置など各種の電子機器やそれらのクレードルにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明実施形態の携帯電話端末とクレードルの主要部の概略的な内部構造を示す
図である。
【図２】一次側伝送コイルと二次側伝送コイルの中心位置がずれている場合の両者の配置
例を示す図である。
【図３】一次側伝送コイルと二次側伝送コイルの中心位置ずれ量と、各位置ずれ量のとき
の二次側伝送コイルの出力電圧t及び出力電圧の関係を表す図である。
【図４】一次側伝送コイルと二次側伝送コイルの中心位置ずれ量と、各位置ずれ量のとき
の二次側伝送コイルの出力電圧及び電力伝送効率の関係を表す図である。
【図５】二次側コイルユニットの各構成要素のうち、二次側伝送コイルと磁性シート及び
その外周側の漏れ磁束検知コイルのみを上面側から示した図である。
【図６】図５の二次側コイルユニットの分解斜視図である。
【図７】二次側伝送コイルと磁性シート及び漏れ磁束検知コイルがフレキシブルプリント
基板上に形成された二次側コイルユニットの概略構成例を示す図である。
【図８】図７の二次側コイルユニットの分解斜視図である。
【図９】一次側コイルユニットと図５の二次側コイルユニットのコイル中心位置が略々一
致した状態で対向配置されている時の断面図である。
【図１０】一次側コイルユニットと図５の二次側コイルユニットのコイル中心位置がずれ
た状態で対向配置している時の断面図である。
【図１１】一次側コイルユニットと図５の二次側コイルユニットのコイル中心位置ずれ量
と漏れ磁束検知コイルの発生電圧との関係を示す図である。
【図１２】二次側コイルユニットの各構成要素のうち、二次側伝送コイルと磁性シート及
びその外側近傍に配置される複数の漏れ磁束検知コイルのみを上面側から示した図である
。
【図１３】図１２の二次側伝送コイルと磁性シート及び複数の漏れ磁束検知コイルがフレ
キシブルプリント基板上に形成された二次側コイルユニットの概略構成例を示し図である
。
【図１４】コイル中心位置が略々一致した状態で対向配置された一次側コイルユニットと
図１２の二次側コイルユニットの両コイルユニットの断面図である。
【図１５】一次側コイルユニットと図１２の二次側コイルユニットのコイル中心位置がず
れた場合の一次側伝送コイルと二次側伝送コイルの位置関係の一例を示す図である。
【図１６】一次側コイルユニットと図１２の二次側コイルユニット６２とがコイル中心位
置のずれた状態で対向配置している時の両コイルユニットの断面図である。
【図１７】図１２の二次側伝送コイルに対して一次側伝送コイルが相対的に「＋Ｘ方向」
にずれた場合のコイル中心位置のずれの例を示す図である。
【図１８】図１７のコイル中心位置ずれの場合のずれ量及びずれ方向と各漏れ磁束検知コ
イルの出力電圧との関係を示す図である。
【図１９】図１２の二次側伝送コイルに対して一次側伝送コイルが相対的に「－Ｘ方向」
にずれた場合のコイル中心位置のずれの例を示す図である。
【図２０】図１９のコイル中心位置ずれの場合のずれ量及びずれ方向と各漏れ磁束検知コ
イルの出力電圧との関係を示す図である。
【図２１】図１２の二次側伝送コイルに対して一次側伝送コイルが相対的に「＋Ｙと＋Ｘ



(21) JP 2008-295274 A 2008.12.4

10

20

30

の略々真中斜め方向」にずれた場合のコイル中心位置のずれの例を示す図である。
【図２２】図２１のコイル中心位置ずれの場合のずれ量及びずれ方向と各漏れ磁束検知コ
イルの出力電圧との関係を示す図である。
【図２３】図１２の二次側伝送コイルに対して一次側伝送コイルが相対的に「－Ｙと－Ｘ
の略々真中斜め方向」にずれた場合のコイル中心位置のずれの例を示す図である。
【図２４】図２３のコイル中心位置ずれの場合のずれ量及びずれ方向と各漏れ磁束検知コ
イルの出力電圧との関係を示す図である。
【図２５】図１２の二次側伝送コイルに対して一次側伝送コイルが相対的に「＋Ｙと＋Ｘ
の間でやや＋Ｘ方向寄りの斜め方向」にずれた場合のコイル中心位置のずれの例を示す図
である。
【図２６】図２５のコイル中心位置ずれの場合のずれ量及びずれ方向と各漏れ磁束検知コ
イルの出力電圧との関係を示す図である。
【図２７】図１２の二次側伝送コイルに対して一次側伝送コイルが相対的に「－Ｙと－Ｘ
の間でやや－Ｘ方向寄りの斜め方向」にずれた場合のコイル中心位置のずれの例を示す図
である。
【図２８】図２７のコイル中心位置ずれの場合のずれ量及びずれ方向と各漏れ磁束検知コ
イルの出力電圧との関係を示す図である。
【図２９】クレードルにて一次側伝送コイルの共振周波数を変更することで電力伝送制御
を行う場合の構成例を示すブロック回路図である。
【図３０】共振周波数を変更可能な共振回路の具体例を示す回路図である。
【図３１】クレードルにて一次側伝送コイルの共振電圧を変更することで電力伝送制御を
行う場合の構成例を示すブロック回路図である。
【図３２】クレードルにて一次側伝送コイルからの送信電力を変更することで電力伝送制
御を行う場合の構成例を示すブロック回路図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１　クレードル、２　携帯電話端末、１０　クレードルの一次側伝送コイル、１１　制
御基板部、１２　電源コード、１３　携帯電話端末のバッテリ蓋、１４　携帯電話端末の
二次側伝送コイル、１５　携帯電話端末の回路基板、１６　携帯電話端末のバッテリ、２
０　クレードル側の内部回路、２１　ＡＣアダプタ、２２　送電制御部、２３　送電回路
、２４　クレードル側の分圧抵抗、２５　送電制御部の制御回路、２６　波形検出器、２
７　電圧監視器、２８　温度検出器、２９　クレードル側の変復調回路、３０　温度セン
サ、３１　ＡＣ－ＤＣコンバータ、４０　携帯電話端末側の内部回路、４１　携帯電話端
末側の分圧抵抗、４２　漏れ磁束検知コイル、４３　受電回路、４４　受電制御部、４５
　携帯電話充電回路、４６　バッテリ、５０　受電制御部の制御回路、５１　電圧検出器
、５２　波形・周波数検出器、５３　携帯電話端末側の変復調回路、６１　一次側コイル
ユニット、６２　二次側コイルユニット、７１　一次側の磁性シート、７２　二次側の磁
性シート、７３　フレキシブルプリント基板
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